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法定準備金の減少に関するお知らせ 
 

 当社は、平成 14 年 5 月 14 日開催の取締役会において、平成 14 年 6 月 27 日に開催を予定して

いる定時株主総会に、下記のとおり法定準備金の減少について付議することを決議いたしました

のでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．法定準備金減額の目的 
 
    商法第２８９条第２項の規定に基づき、法定準備金を減少し、配当可能利益の充実を図

るとともに自己株式取得など今後の資本政策に備えるものであります。 

 

２．法定準備金減少の要領（減少すべき法定準備金の額） 
 
（１）資本準備金 17,446,720,270 円のうち 13,528,371,914 円を減少いたします。   

（２）利益準備金 686,000,000 円の全額を減少いたします。 

 

３．法定準備金減額の日程（予定） 
 
（１）取締役会決議日  平成 14 年 5 月 14 日 

（２）株主総会決議日  平成 14 年 6 月 27 日 

（３）そ の 他    株主総会にて承認可決され次第、債権者異議申述の手続きを行い、 

            速やかに本件効力を発生させる予定であります。 

 

以   上 


